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国事業を活用して耕作放棄地の再生・利用 に取り組みませんか？
高知県では、国事業を利用する際の「自己負担分」を軽減します高知県からのお知らせ

国　事　業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

盧再生利用活動
　（貸借などにより耕作放棄地を再生・利用する取り組み）

　①再生作業（障害物除去、深耕、整地など）※1
　ア　荒廃の程度に応じ3または5万円/10a
　イ　荒廃の程度が大きく重機などを用いて行う
　　　再生作業【補助率1/2】
　②土壌改良
　・2.5万円／10ａ（最大2年間）
　③営農定着
　・2.5万円／10ａ（1年間）
　④就農研修【定額補助】
　・農業法人等実践研修、ＩＪＵターン等就農研修
　⑤経営展開【定額補助】

・経営相談・指導、実証ほ場、マーケットリサーチ、
加工品試作、試験販売　など

盪施設等補完整備【補助率1/2等】
①基盤整備（農業用用排水施設、農道、暗渠排水、

区画整理、客土、農用地保全）
　②鳥獣被害防止施設
　③処理加工施設　など

主な用件
１．解消しようとする農地が農用地区域内かつ農

業委員会が耕作放棄地として認めた農地で
あること。

2．原則、自作地は当事業の該当となりません（一
部例外がありますのでお問い合わせください）。

3．利用権の設定を行うこと。

（※1）賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有
権移転、農作業受委託などによって耕作する者
を確保、またはその見通しを持って行う農地の
再生作業を支援します。

県　事　業

耕作放棄地解消推進事業

盧再生利用活動
　左の①再生作業（障害物除去、深耕、整地など）
に取り組む場合
担い手要件※2に該当する場合
・国補助金を差し引いた残額を補助
担い手要件に該当しない場合
・国庫補助を差し引いた残額の1／2を補助
　

盪（2）施設等補完整備
　（盧の再生利用活動と併せて実施）

　左の①基盤整備のうち、農用地保全の取り組み
中で「老朽ハウスの撤去」を行う場合、
担い手要件（※2）に該当する場合
・国庫補助金を差し引いた残額を補助
担い手要件に該当しない場合
・国庫補助を差し引いた残額の1／2を補助

【お問い合わせ】
佐賀総合支所海洋農林課  蕁55－3115（直通）
大方総合支所産業振興課  蕁43－1888（直通）
黒潮町農業委員会        　蕁43－1888

（※2）解消に取り組む主体が、認定農業者・認
定就農者・集落営農組織などであること。

本気で実行！
高知県産業振興計画

（例えば）
認定農業者が荒廃農地10ａを借り入れして
老朽ハウスの撤去と整地等した後に営農したい
　①再生作業の経費　　　　20万円
　②老朽ハウス撤去の経費　36万円　　　

計 56万円が必要となる場合

　　 （国交付金）              　（県補助金）
①定額補助　 05万円　　差引残額15万円
②1／2補助　18万円　　差引残額18万円

自己負担無しで取り組むことができます

計 56万円補助


